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旭日団地

住

宅

入
居
募
集

入
居
資
格

《
共
通
事
項
》

	・	

雄
武
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
ま
た
は

有
す
る
こ
と
に
な
る
人
。

	・
町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

◉
町
営
住
宅
（
団
地
）

	・	

所
得
が
政
令
月
収
で
一
般
世
帯
は
15
万
8
千

円
、
裁
量
世
帯
は
25
万
9
千
円
を
超
え

な
い
こ
と
。

※	

政
令
月
収
と
は
、
給
与
所
得
者
は
1
年

間
の
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
に
、
自

営
業
者
は
1
年
間
の
事
業
所
得
か
ら
必

要
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
、
扶
養
控

◉町営住宅

潮見団地

幌内町有住宅

新日の出団地

合
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

	・	

町
営
住
宅
に
申
し
込
み
の
際
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

・	

申
込
者
多
数
の
と
き
は
、
住
宅
困
窮
度

の
高
い
人
か
ら
入
居
決
定
し
、
困
窮
度

が
同
じ
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

※
住
宅
の
情
報
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
も
ダ
ウ			

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

	http
://w

w
w
.to
w
n
.o
u
m
u
.

hokkaido.jp/

※
住
宅
使
用
料
の
お
支
払
い
に
は
、
安
心

便
利
な
口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

応
募
締
切

新
規

12
月
15
日
㈫

継
続

随
時
受
付

※	

問
い
合
わ
せ
時
に
募
集
を
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
財
管
理
課
管
財
係

宮下団地

緑町団地幌内団地

サンライズ
ビレッジビレッジ

◉幌内町有住宅

◉サンライズビレッヂ
間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

継続 1LDK 平成 5・6年 3 30,000 円 専用

間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身
継続 3LDK 昭和 54年 1 20,200 円 可

令
和
3
年
雄
武
町
成
人
式

団地名 間取り 建築年度 戸数 家 賃 単身

新規
宮下 3LDK 昭和 60年 1 14,400 円 ～ 25,100 円 不可
末広一区 3DK 昭和 52年 1 9,100 円 ～ 15,900 円 可
末広二区 3LDK 昭和 58年 1 13,000 円 ～ 21,300 円 不可

継続

旭日 3LDK 平成 7・10・11年 7 23,600 円 ～ 54,300 円 不可
新日の出 2LDK 平成 26年 1 21,600 円 ～ 49,700 円 不可
宮下 3LDK 昭和 59年 2 13,400 円 ～ 25,100 円 不可
緑町 2LDK 平成 20・22・23年 3 16,900 円 ～ 40,000 円 不可
潮見 3LDK 昭和 62・63年 2 17,400 円 ～ 45,400 円 不可
幌内 3LDK 昭和 51年 1 7,800 円 ～ 14,400 円 可

末広一区団地

末広二区団地

除
等
を
差
し
引
い
た
額
を
12
で
除

し
た
も
の
で
す
。

※	

裁
量
世
帯
と
は
、
高
齢
者
世
帯

（
60
歳
以
上
）、
高
齢
者
と
18
歳
未

満
の
世
帯
、
障
が
い
者
（
障
が
い

の
程
度
に
よ
る
）
が
い
る
世
帯
、

乳
幼
児
が
い
る
世
帯
、
婚
姻
後
2

年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
35
歳
未
満

の
世
帯
（
小
学
生
以
下
の
児
童
が

い
る
場
合
も
可
）
な
ど
で
す
。

◉
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
レ
ッ
ヂ

・
満
35
歳
未
満
の
独
身
勤
労
者
で
あ

る
こ
と

申
込
方
法

	・	

役
場
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
入

居
す
る
人
の
住
民
票
を
添
え
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

	・
令
和
2
年
1
月
1
日
に
他
市
町
村

に
お
い
て
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た

人
は
当
該
市
町
村
で
発
行
さ
れ
る

市
町
村
民
税
課
税
証
明
書
、
所
得
証

明
書
な
ど
の
直
近
1
年
分
の
所
得

が
分
か
る
も
の
と
、
納
税
証
明
書
も

催

し

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
家
屋

（
住
宅
・
倉
庫
・
畜
舎
な
ど
）
は
、
毎
年

１
月
１
日
を
基
準
と
し
て
台
帳
登
録
さ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

令
和
２
年
中
に
家
屋
な
ど
を
取
り
壊
し

た
場
合
、
届
け
出
を
忘
れ
る
と
、
令
和
３

年
度
に
お
い
て
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
役

場
税
財
管
理
課
課
税
係
へ
必
ず
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
建
物
の
滅
失
登

記
を
し
た
場
合
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

問
税
財
管
理
課
課
税
係

取
り
壊
し
た
家
屋
な
ど
の
届
け
出

税

金

社
会
福
祉

冬
の
生
活
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す

11
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
町

で
は
、
高
齢
者
等
の
冬
の
生
活
支
援
事
業

と
し
て
、
対
象
世
帯
に
3
万
円
分
の
助
成

券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
申
請
が
お
済
で

な
い
人
は
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
世
帯

令
和
2
年
度
町
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

令
和
2
年
11
月
1
日
現
在
、
雄
武
町
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
・
福
祉
施
設

等
入
所
者
世
帯
・
医
療
機
関
入
院
世
帯
は

除
く
）

・
70
歳
以
上
の
み
の
高
齢
者
世
帯

・
障
害
者
手
帳
（
身
障
１
～
２
級
・
療
育

Ａ
判
定
・
精
神
１
級
）
を
有
す
る
人
が

い
る
世
帯

・
ひ
と
り
親
世
帯

助
成
額

3
万
円
分
の
助
成
券

（
１
０
０
０
円
×
30
枚
）

助
成
券
使
用
可
能
品
目

灯
油
、
石
炭
、
薪
、
暖
房
器
具
、
冬
用

衣
料
、
防
寒
具

受
付
期
間

令
和
3
年
2
月
26
日
㈮
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

受
付
場
所

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

児
童
扶
養
手
当
が
変
わ
り
ま
す

８
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

児
童
扶
養
手
当
が
次
の
と
お
り
変
更
と
な

り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
と
調
整
す
る
障
害
基
礎
年

金
等
の
範
囲
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
等
（
※

１
）
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
障
害
基
礎

年
金
等
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
上

回
る
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
令
和
3
年
3
月
分
の

手
当
以
降
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障

害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
を
上
回
る

場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当
と
し

て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
障
害
基
礎
年
金
等
以
外
の
公
的

年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
人
（
障
害
基
礎

年
金
等
は
受
給
し
て
い
な
い
人
）（
※
２
）

は
、
今
回
の
改
正
後
も
、
調
整
す
る
公
的

年
金
等
の
範
囲
に
変
更
は
な
い
の
で
、
公

的
年
金
等
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
を
下

回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
を
児
童
扶
養

手
当
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

※
1	

国
民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎

年
金
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
よ
る
障
害
補
償
年
金
な
ど
。

※
2	

遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど
の
障
害
年
金
以
外

の
公
的
年
金
等
や
障
害
厚
生
年
金

（
3
級
）の
み
を
受
給
し
て
い
る
人
。

支
給
制
限
に
関
す
る
所
得
の
算
定
が
変
わ

り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
制
度
に
は
、
受
給
資
格

者(

母
子
家
庭
の
母
な
ど)

と
受
給
資
格

者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
民
法
上
の
扶
養

義
務
者(

子
ど
も
の
祖
父
母
な
ど)

な
ど

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
支
給
を
制
限
す
る
取
り
扱
い(

※
3)

が
あ
り
ま
す
。

令
和
3
年
3
月
分
の
手
当
以
降
は
、
障

害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
受
給
資

格
者
の
支
給
制
限
に
関
す
る
「
所
得
」
に

非
課
税
公
的
年
金
給
付
等(

※
4)

が
含

ま
れ
ま
す
。

※
3	

支
給
制
限
の
額
は
、
扶
養
親
族
の
数
な

ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

※
4	

障
害
年
金
、遺
族
年
金
、労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど
。

手
続
方
法
な
ど

す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と

し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、原
則
、

申
請
不
要
で
す
。
そ
れ
以
外
の
人
は
、
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
雄

武
町
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。
な
お
、
令

和
3
年
3
月
1
日
よ
り
前
で
あ
っ
て
も
、

事
前
の
申
請
は
可
能
で
す
。

支
給
開
始
月

通
常
、
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら

支
給
開
始
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
た
た
め
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
の

う
ち
、
令
和
3
年
3
月
1
日
に
支
給
要

件
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
令
和
3
年

6
月
30
日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
令
和

3
年
3
月
分
の
手
当
か
ら
受
給
で
き
ま

す
。
な
お
、
令
和
3
年
3
月
分
と
4
月

分
の
手
当
は
、
令
和
3
年
5
月
に
支
払

わ
れ
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

日
時
令
和
3
年
1
月
10
日
㈰

14
時
～

場
所
町
民
セ
ン
タ
ー

対
象
者

平
成
12
年
4
月
2
日
か
ら
13
年
4
月
1

日
生
ま
れ
で
、
町
内
外
を
問
わ
ず
雄
武
町

に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
。

該
当
と
な
る
新
成
人
に
は
案
内
状
を
送

付
し
ま
す
。
な
お
、
案
内
状
の
発
送
は
12

月
上
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
対

応
に
つ
い
て

案
内
状
送
付
に
併
せ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
対
策
に
関
す
る

文
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
後
の
情
勢
に
よ
っ
て
は
、
式

典
を
中
止
す
る
場
合
や
、
往
来
の
自
粛
を

要
請
さ
れ
て
い
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る

新
成
人
の
出
席
を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

不
明
な
点
に
つ
い
て
は
教
育
委
員
会
生

涯
教
育
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
教
育
委
員
会
生
涯
教
育
係


